
 

 

第３回公立保育所のあり方懇話会 次第 

 

日 時：令和７年３月２５日（火）午後６時～ 

開催方法：オンライン開催 

１ 開会 

 

 

２ 協議事項等 

⑴  これまでの民間移管について 

 

 

 

 

 

⑵  公立保育所 15 所の位置付けの検討 

 

 

 

 

 

⑶  その他 

 

 

 

 

 

３ 閉会 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配付資料＞ 

資料１：これまでの民間移管について 

資料２：再配置する保育所に係る庁内議論について 

資料３：公立保育所 15 所の位置付けの検討 



これまでの民間移管について 

１ 民間移管の歩み 

⑴ 第１次民間移管計画（平成10～14年度 計10か所） 

平成８年８月に、行財政改革第１次推進計画に係る保育所移管計画(保育所の運営管理について)を策

定し、平成10年度から14年度まで各年度２か所、計10か所の公立保育所を民間移管した。なお、対象の

10所は、保育所として使用していた建物を移管先に無償譲渡する手法が取られた。 

移管 

年度 

旧保育

所名 
旧定員 移管法人 施設名 所在地 

移管後 

定員 
移管手法 建替手法 

H10 

開明 100 樫の木会 
開明かしの木保育園 

（現開明かしの木こども園） 
開明町 3-22 

90 

（現 98） 

鉄筋 無償譲渡

（複合施設） 
― 

園和北 100 あい 園和北保育園 
東園田町 3-76-

16 

120 

（現 130）

鉄筋 無償譲渡

（複合施設） 
― 

H11 

竹谷 100 あすなろ福祉会 
あすなろ保育園 

（現あすなろこども園） 
宮内町 3-141 

90 

（現 108）

鉄筋 無償譲渡

（複合施設） 
― 

大島南 100 華福祉会 大島南保育園 
大庄西町 2-26-

18 

120 

（現 130）
鉄筋 無償譲渡 ― 

H12 

汐江 100 ふたば福祉会 汐江ふたば保育園 潮江 3-3-10 
100 

（現 120）
鉄筋 無償譲渡 ― 

上坂部 100 未来の会 上坂部保育園 上坂部 2-30-23 120 鉄筋 無償譲渡 ― 

H13 

武庫之荘 100 ﾒﾙﾅｰｽﾘｰ 武庫之荘保育園 
武庫之荘 6-6-

18 

100 

（現 105）
鉄筋 無償譲渡 ― 

東大島 100 いるか福祉会 いるか保育園 大庄北 5-21-20 120 鉄筋 無償譲渡 ― 

H14 

浜田 60 真心福祉会 浜田保育園 崇徳院 2-116 60 鉄筋 無償譲渡 ― 

立花北 100 坂田福祉会 

キンダー・メーソン・

タチバナ保育園 

(現キンダー・メーソン） 

上ノ島町 3-5-1 100 鉄筋 無償譲渡 ― 

 

⑵ 第２次民間移管計画（平成16～19 年度 計５か所） 

平成14年６月策定の「公立保育所の今後の基本的方向」及び平成15年２月策定の尼崎市経営再建プロ

グラムに基づき、平成16年度から19年度まで計５か所の公立保育所を民間移管した。移管にあたって

は、市が指定する用地に社会福祉法人が保育所を建替え若しくは市が指定する施設を社会福祉法人が保

育所に改修する手法が取られた。 

移管 

年度 

旧保育

所名 
旧定員 移管法人 施設名 所在地 

移管後 

定員 
移管手法 建替手法 

H16 猪名寺 100 夢工房 夢の園保育園 猪名寺 2-4-2 
120 

（現 126）

旧園田北幼稚

園を改修 
― 

H17 

武庫北 60 あゆみ福祉会 むこっこ北保育園 西昆陽 3-33-1 90 鉄筋 建替 

移転建替 

（旧県警施設

跡地） 

武庫西 100 真澄会 西武庫みのり保育園 
武庫元町 2-23-

14 
120 鉄筋 建替 

移転建替 

（西武庫団地

の一部） 

H18 東園田 100 あい 猪名の森保育園 
東園田町 6-91-

2 
120 鉄筋 建替 

移転建替 

（旧老人福

祉ｾﾝﾀｰ） 

H19 常光寺 60 
尼崎たんぽぽ 

福祉会 
尼崎たんぽぽ保育園 常光寺 1-10-1 60 鉄筋 建替 現地建替 
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⑶ 第３次民間移管計画（平成21～28 年度 計９か所） 

平成19年９月に策定した「公立保育所の今後の基本的方向」と「保育環境改善及び民間移管計画」に

基づき、平成21年度から24年度までの４年間で８か所の公立保育所の移管を進めることとした。 

これに対し、大島保育所の保護者等から民間移管による保育の質の低下を懸念する声が上がり、平成

20年６月には大島保育所の廃止処分の取消しを請求する旨の訴訟が提起され、平成27年6月に訴えの取下

げが確定するまで約７年に渡り最大５件の訴訟が継続することとなった。最終的には移管年度の変更や

移管保育所の追加を行い、平成21年度から28年度までの８年間で公立保育所９所の移管を行っている。 

移管 

年度 

旧保育

所名 
旧定員 移管法人 施設名 所在地 

移管後 

定員 
移管手法 建替手法 

H21 今福 100 来夢 

いまふくゆうゆう保育園 

（現いまふくゆうゆう

こども園） 

今福 1-2-23 60 鉄筋 建替 

移転建替 

（市営今福住

宅の一部） 

H25 長洲 100 勝原福祉会 尼崎長洲保育園 
長洲西通 1‐

12‐1 

100 

（現 120）

鉄筋 無償譲渡

（複合施設） 
― 

H26 

浜 100 阪神共同福祉会 浜保育園 浜 2-20-5 100 鉄筋 無償譲渡 ― 

大島 100 西光寺和順会 おおしま保育園 稲葉荘 1-6-20 80 鉄筋 無償譲渡 ― 

立花 100 うるま福祉会 立花うるま保育園 立花町 1-17-9 
110 

（現 115）

鉄筋 無償譲渡

（複合施設） 
― 

H27 

上ノ島 100 いきいきのびのび わくわく保育園 南塚口 8-7-11 105 鉄筋 建替 現地建替 

尾浜 60 桜谷福祉会 尼崎さくら保育園 尾浜町 1-6-20 60 鉄筋 無償譲渡 ― 

道意 75 来夢 どいゆうゆう保育園 道意町 5-36 60 鉄筋 無償譲渡 ― 

H28 立花南 100 神戸婦人同情会 立花南愛児園 三反田町 3-7-6 
110 

（現 120）
鉄筋 無償譲渡 ― 

 

⑷ 第４次民間移管計画（平成31～令和６年度 計６か所） 

平成 19 年９月策定の「公立保育所の今後の基本的方向」と平成 29 年３月策定の「第 4 次保育環境改善

及び民間移管計画」に基づき、平成 31 年度から令和６年度までの６年間で計６か所の公立保育所を民間

移管した。また、移管にあたっては、旧塚口北保育所の建物無償譲渡の事例を除き、市が指定する用地又

は旧園舎の敷地内に社会福祉法人が保育所を建替える手法が取られた。 

移管 

年度 

旧保育

所名 
旧定員 移管法人 施設名 所在地 

移管後 

定員 
移管手法 建替手法 

H31 塚口北 40 ふたば福祉会 塚口北ふたば保育園 
塚口本町 6-10-

16  
60 鉄筋 無償譲渡 ― 

R2 富松 100 来夢 とまつゆうゆう保育園 富松町 3-35-13 120 鉄筋 建替 

移転建替 

（富松幼稚

園跡地） 

R3 神崎 80 道心 神崎保育園 神崎町 27-22  90 鉄筋 建替 園庭建替 

R4 元浜 60  ルシエンス会 もとはまなないろ保育園 元浜町 4-59-1 45 鉄筋 建替 現地建替 

R5 七松 60 福進福祉会 七松保育園 七松町 2-14-1 80 鉄筋 建替 現地建替 

R6 
南武庫

之荘 
130 光会 

ちきゅうっこ 

南武庫之荘保育園 

南武庫之荘 11-

1-18  
135 鉄筋 建替 園庭建替 
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２ 現在の移管条件（第４次民間移管計画）の主なもの 

⑴ 保育内容 

・公立保育内容の継承 

・０歳児保育（乳児保育（産休明け））の実施 

・延長保育の実施 

・障害児保育の実施 

・一時預かり事業の実施 

・地域の子育て支援事業（園庭開放、保育体験学習、子育て相談）の実施 

・宗教的行事の禁止 

⑵ 法人要件 

・社会福祉法人に限る。 

・基本財産 500 万円以上 

・その他、年間事業費の概ね 12 分の２の現預金 

⑶ 職員要件 

・施設長は、児童福祉施設に 10 年以上かつ幹部職員(主任以上)３年以上の勤務実績。（新設法人は 10 年

以上かつ幹部職員６年以上） 

・保育士は、実務経験 10年以上の者を２人以上。実務経験４年以上を３分の１以上。 

⑷ 利用定員 

・定員増を要件とする。（元浜保育所を除く。） 

⑸ その他 

・保護者の費用負担の配慮（原則、値上げしない。止むを得ないときは保護者と協議し理解を得る。） 

・三者協議会の運営（原則移管後３年程度） 

・認定こども園化の期間制限（移管後少なくとも３年は保育所として運営。保護者の意見聴取、利用定

員の減員禁止） 

・事務引継ぎ、共同保育の実施（原則２か月間） 

・見守り保育の実施（原則移管後６か月間） 

・保護者アンケートの実施（移管後３年間） 

・第三者評価の受審（移管後３年以内） 

以 上 
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再配置する保育所に係る庁内議論について 

 

１ 公立保育所(15 所)一覧 

地
区 

No 保育所名 建築年月 建物構造 
利用 
定員 

入所者数 
所在地 

従来の 
方向性※ 
（H19.9） 

複合 
施設 

医療的 
ケア児 R6.4.1 R7.3.1 

中
央 

1 北難波 R3.11 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

120 112 116 
西難波町
6-14-29 

公立存続  〇 

2 築地 H12.4 鉄骨造 60 45 45 築地 3-5-22 民間移管   

小
田 

3 杭瀬 S46.1 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 42 46 
杭瀬北新町
3-16-7 

公立存続   

4 南杭瀬 H7.10 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

45 41 45 
杭瀬本町
3-5-17 

民間移管 
杭瀬 

福成園 
 

5 西長洲 H5.3 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 57 57 
西長洲町
2-33-2 

民間移管 A-LAB   

6 次屋 S43.12 
軽量鉄
骨造 

60 64 62 次屋 2-9-5 公立存続   

大
庄 

7 今北 S46.5 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

130 116 121 
西立花町
3-14-5 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ今北 
 

8 大庄 
H 元.3 
（R6改修） 

鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 60 61 
大庄中通
5-14-2 

公立存続   

立
花 

9 大西 R4.1 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

120 116 119 
栗山町 2-
25-18 

公立存続  〇 

10 塚口 H26.12 鉄骨造 100 112 117 
塚口本町
2-40-1 

公立存続  
〇 

(R7～) 

11 水堂 S49.9 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 96 100 
水堂町 2-
35-1 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ水堂 
 

武
庫 

12 武庫東 R3.1 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 99 98 
武庫之荘
8-16-40 

公立存続   

13 武庫南 S45.9 
軽量鉄
骨造 

100 101 108 
南武庫之荘
9-8-10 

公立存続   

園
田 

14 園田 H25.2 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 113 117 御園 1-5-1 公立存続   

15 戸ノ内 S44.2 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

70 52 60 
戸ノ内町
6-4-11 

民間移管   

 

２ 従来の「基本的方向（Ｈ１９年９月策定）」に基づく整理 

公立存続 民間移管 

武庫東(R2) 
武庫南(S45) 

塚口(H26)  
大西(R3) 

園田(H24) 
次屋(S43) 

水堂(S49) ― 戸ノ内(S43) 

大庄(S63) 北難波(R3) 杭瀬(S45) 今北(S46) ― 西長洲(H4) 
南杭瀬(H7) 
築地(H12) 

※市域を JR 線と県道の道意線及び玉江橋線で区切った６つのエリアで表示。 

 

 

 

 

 

【主な課題】 

① 基本的方向策定後 15 年以上が経過し、子育て家庭や保育を取り巻く環境も変化している。 

② 築地、戸ノ内など保育所運営が困難な地域の保育所が移管対象になっている。 
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３ 庁内（公立保育所のあり方検討会）における議論 

  前回懇話会(R7.3.6)とほぼ同様の議論を庁内においても行ってきた。 

⑴ 地域的にセーフティネット機能として公立存続が求められる保育所 

保育所名 建築年月 建物構造 
利用 
定員 

入所者数 
所在地 

従来の 
方向性※ 
（H19.9） 

複合 
施設 

医療的 
ケア児 R6.4.1 R7.3.1 

築地 H12.4 鉄骨造 60 45 45 築地 3-5-22 民間移管   

大庄 
H 元.3 
（R6改修） 

鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 60 61 
大庄中通
5-14-2 

公立存続   

戸ノ内 S44.2 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

70 52 60 
戸ノ内町
6-4-11 

民間移管   

 

⑵ 公立存続を前提として建替えが完了した保育所 

保育所名 建築年月 建物構造 
利用 
定員 

入所者数 
所在地 

従来の 
方向性※ 
（H19.9） 

複合 
施設 

医療的 
ケア児 R6.4.1 R7.3.1 

北難波 R3.11 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

120 112 116 
西難波町
6-14-29 

公立存続  〇 

大庄 
H 元.3 
（R6改修） 

鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 60 61 
大庄中通
5-14-2 

公立存続   

大西 R4.1 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

120 116 119 
栗山町 2-
25-18 

公立存続  〇 

塚口 H26.12 鉄骨造 100 112 117 
塚口本町
2-40-1 

公立存続  
〇 

(R7～) 

武庫東 R3.1 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 99 98 
武庫之荘
8-16-40 

公立存続   

園田 H25.2 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 113 117 御園 1-5-1 公立存続   

 

⑶ 上記⑴，⑵に該当しない保育所 

保育所名 建築年月 建物構造 
利用 
定員 

入所者数 
所在地 

従来の 
方向性※ 
（H19.9） 

複合 
施設 

医療的 
ケア児 R6.4.1 R7.3.1 

杭瀬 S46.1 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 42 46 
杭瀬北新町
3-16-7 

公立存続   

南杭瀬 H7.10 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

45 41 45 
杭瀬本町
3-5-17 

民間移管 
杭瀬 

福成園 
 

西長洲 H5.3 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 57 57 
西長洲町
2-33-2 

民間移管 A-LAB   

次屋 S43.12 
軽量鉄
骨造 

60 64 62 次屋 2-9-5 公立存続   

今北 S46.5 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

130 116 121 
西立花町
3-14-5 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ今北 
 

水堂 S49.9 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 96 100 
水堂町 2-
35-1 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ水堂 
 

武庫南 S45.9 
軽量鉄
骨造 

100 101 108 
南武庫之荘
9-8-10 

公立存続   

 

⑷ その他の論点 

 ア 複合施設の取扱い 

    ・他の施設と同一建物内又は同一敷地内に併設している保育所は、南杭瀬、西長洲、 

今北、水堂の 4 所。 
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保育所名 建築年月 建物構造 
利用 
定員 

入所者数 
所在地 

従来の 
方向性※ 
（H19.9） 

複合 
施設 

医療的 
ケア児 R6.4.1 R7.3.1 

南杭瀬 H7.10 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

45 41 45 
杭瀬本町
3-5-17 

民間移管 
杭瀬 

福成園 
 

西長洲 H5.3 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 57 57 
西長洲町
2-33-2 

民間移管 A-LAB   

今北 S46.5 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

130 116 121 
西立花町
3-14-5 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ今北 
 

水堂 S49.9 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 96 100 
水堂町 2-
35-1 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ水堂 
 

 

イ 施設の老朽化と建替え 

    （ｱ）施設の老朽化が進行している（築 50 年以上）保育所は、杭瀬、次屋、今北、水堂、 

武庫南、戸ノ内の 6 所。 

  保育所
名 

建築年月 建物構造 
利用 
定員 

入所者数 
所在地 

従来の 
方向性※ 
（H19.9） 

複合 
施設 

医療的 
ケア児 R6.4.1 R7.3.1 

杭瀬 S46.1 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

60 42 46 
杭瀬北新町
3-16-7 

公立存続   

次屋 S43.12 
軽量鉄
骨造 

60 64 62 次屋 2-9-5 公立存続   

今北 S46.5 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

130 116 121 
西立花町
3-14-5 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ今北 
 

水堂 S49.9 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

100 96 100 
水堂町 2-
35-1 

民間移管 
地域総合 

ｾﾝﾀｰ水堂 
 

武庫南 S45.9 
軽量鉄
骨造 

100 101 108 
南武庫之荘
9-8-10 

公立存続   

戸ノ内 S44.2 
鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 

70 52 60 
戸ノ内町
6-4-11 

民間移管   

 

 (ｲ)公立保育所を民間移管した場合の費用負担は次のとおり。 

a 施設整備費の負担割合 

国 

(1/2) 

市 

（1/4） 

法人 

(1/4) 

          ※国庫補助金については、令和 7 年度まで経過措置による嵩上げあり。 

    b 施設型給付費の負担割合 

       公定価格（保育に要する基準額）から利用者負担額を除いた金額を以下の割合で

負担。 

     (a)3 歳以上児 

国 

(1/2) 

県 

（1/4） 

市 

(1/4) 

      (b)3 歳未満児 

国 

(59.08/100) 

県 

(20.46/100) 

市 

(20.46/100) 

ウ その他 

(ｱ) 市場性について 

(ｲ) 「公立存続」から「民間移管」に転換した場合の保護者説明 
以 上 

6



■公立保育所15所の位置付けの検討（第3回懇話会資料）

項目 H19 R6 R11 対R6増減 R6.4.1 R7.3.1 施設数 利用定員 施設数 利用定員 施設数 利用定員 施設数 利用定員 周辺状況

就学前児童数① 770 370 320 ▲ 14%

保育需要② - 230 220 ▲ 4%

需要率②/① - 62% 69%

就学前児童数① 660 400 350 ▲ 13%

保育需要② - 250 240 ▲ 4%

需要率②/① - 63% 69%

就学前児童数① 380 290 260 ▲ 10%

保育需要② - 180 180 0%

需要率②/① - 62% 69%

就学前児童数① 250 120 100 ▲ 17%

保育需要② - 80 70 ▲ 13%

需要率②/① - 67% 70%

就学前児童数① 490 360 320 ▲ 11%

保育需要② - 230 220 ▲ 4%

需要率②/① - 64% 69%

就学前児童数① 440 420 380 ▲ 10%

保育需要② - 200 230 15%

需要率②/① - 48% 61%

就学前児童数① 470 300 260 ▲ 13%

保育需要② - 150 140 ▲ 7%

需要率②/① - 50% 54%

就学前児童数① 460 470 400 ▲ 15%

保育需要② - 230 210 ▲ 9%

需要率②/① - 49% 53%

就学前児童数① 530 590 550 ▲ 7%

保育需要② - 320 380 19%

需要率②/① - 54% 69%

就学前児童数① 900 630 590 ▲ 6%

保育需要② - 340 400 18%

需要率②/① - 54% 68%

就学前児童数① 570 440 410 ▲ 7%

保育需要② - 240 280 17%

需要率②/① - 55% 68%

・併設の地域総合センターは別途
整備予定。

9 746 周辺多い 築50年
（S49年9月築）

3 215 0 0 3 215

立

花

立花④

〇
(R7～)

武庫⑤

水堂保育所
(水堂町2-35-1)
(水堂小学校区)
（S49.9築）

〇 100 96 100

350 周辺多い
整備済

（H26.12築）
180 0 0 3 180 6

地域総合センター水堂
と併設

立花④

塚口保育所
(塚口本町2-40-1)
(塚口小学校区)
（H26.12築）

〇 100 112 117 3

周辺多い
整備済

（R4.1築）
〇0 0 2 195 5

大西保育所
(栗山町2-25-18)
(立花小学校区)
（R4.1築）

〇

1 60 4 300 周辺そこそこ 必要60 61 1 60 0 0

116 119 2 195 458120

・併設の地域総合センターは別途
整備予定。

120 1 120 7 535 周辺多い

大庄③

大庄保育所
(大庄中通5-14-2)
(大庄小学校区)

（H元.3）

〇 60

築53年
（S46年5月築）

130 116 121 0 0 1

整備済
（R6改修）

築55年
（S43年12月築）

・東消防署跡地(次屋１-9-19)を
建替地として活用予定。
・再開発を行ったJR尼崎駅北側が
付近にある。

大

庄

大庄③

今北保育所
(西立花町3-14-5)
(浜田小学校区)

（S46.5）

〇

139 5 419 周辺多い62 1 90 1 49 2

地域総合センター今北
と併設

周辺少ない57 0 0 0 0 0

園田⑥

次屋保育所
(次屋2-9-5)

(下坂部小学校区)
（S43.12築）

〇 60 64

0 2

・近隣に杭瀬保育所・長洲幼稚園
（令和9年度廃止）がある。
・併設の杭瀬福成園は移転不可。

小田②

西長洲保育所
(西長洲町2-33-2)
(金楽寺小学校区)

（H5.3築）

〇 60 57

74 5 304 周辺そこそこ45 0 0 1 74 1

A-LAB（市が運営する
若手・中堅アーティス
ト向けアートスペース
「エーラボ」）と併設

・マンション開発が進むJR尼崎駅
南側が付近にある。
・併設のA-LABは移転可。

130

・長洲幼稚園跡地(長洲東通3-7-
48)を杭瀬保育所の建替地として
活用予定。
・近隣に南杭瀬保育所・長洲幼稚
園（令和9年度廃止）がある。

小田②

南杭瀬保育所
(杭瀬本町3-5-17)
(浦風小学校区)
（H7.10築）

〇 45 41

3 184 周辺少ない

小田地区のう
ちJR線以南は
セーフティ
ネット機能が
必要。小田地
区全体のバラ
ンスを見る必
要あり。

築54年
（S46年1月築）

1 50 0 0 1 50

杭瀬福成園（(社福)福
成会が運営する生活介
護事業所）と併設

小

田

小田②

杭瀬保育所
(杭瀬北新町3-16-7)

(長洲小学校区)
（S46.1築）

〇 60 42 46

周辺少ない 必要3 170 5 320 3 140〇 60 45 45 2 150

整備済
（R3.11築）

〇60 2 120 6 362 周辺多い120 112 116 1 60 1

中

央

中央①

北難波保育所
(西難波町6-14-29)
(難波の梅小学校区)

（R3.11築）

〇

小田②

築地保育所
(築地3-5-22)

(明城小学校区)
（H12.4築）

医ケア児 備考
地区 ブロック

公立
存続

民間
移管

利用定員
入所者数 法人保育園 認定こども園

校区内保育施設 周辺保育施設
(1km圏内)

地域セーフ
ティネット

整備状況
老朽化
進行状況

複合施設合計
地区・区分 保育所名

中段は所在地、小学校区
下段は建築年月日

外観写真

H19方向性
就学前児童数・保育需要

在籍児童
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項目 H19 R6 R11 対R6増減 R6.4.1 R7.3.1 施設数 利用定員 施設数 利用定員 施設数 利用定員 施設数 利用定員 周辺状況

医ケア児 備考
地区 ブロック

公立
存続

民間
移管

利用定員
入所者数 法人保育園 認定こども園

校区内保育施設 周辺保育施設
(1km圏内)

地域セーフ
ティネット

整備状況
老朽化
進行状況

複合施設合計
地区・区分 保育所名

中段は所在地、小学校区
下段は建築年月日

外観写真

H19方向性
就学前児童数・保育需要

在籍児童

就学前児童数① 890 630 540 ▲ 14%

保育需要② - 320 340 6%

需要率②/① - 51% 63%

就学前児童数① 850 690 590 ▲ 14%

保育需要② - 350 370 6%

需要率②/① - 51% 63%

就学前児童数① 980 770 710 ▲ 8%

保育需要② - 370 420 14%

需要率②/① - 48% 59%

就学前児童数① 150 120 110 ▲ 8%

保育需要② - 60 70 17%

需要率②/① - 50% 64%

就学前児童数① 8,790 6,600 5,890 ▲ 11%

保育需要② - 3,550 3,770 6.2%

需要率②/① - 54% 64%

※周辺保育施設は、公立保育所、小規模保育事業所を除く。
※「老朽化進行状況」欄には築50年以上の保育所を記載。

503 29 2,073 66 4,798合計 9 6 1,285 1,226 1,272 21 1,570 8

周辺皆無 必要 築56年
（S44年2月築）

0 0 0 0 0 0〇 70 52 60 0 0

整備済
（H25.2築）

0 3 220 6 430 周辺多い100 113 117 3 220 0

園

田

園田⑥

園田保育所
(御園1-5-1)

(園田小学校区)
（H25.2築）

〇

園田⑥

戸ノ内保育所
(戸ノ内町6-4-11)
(園田東小学校区)

（S44.2築）

整備済
（R3.1築）

築54年
（S45年9月築）

・付近で新駅開設が見込まれる。

周辺少ない99 98 2 145 1 30

100 101 108 2 205 0 0 2 205 3 295 周辺そこそこ武庫⑤

武庫南保育所
(南武庫之荘9-8-10)
(武庫南小学校区)

（S45.9築）

〇

3 175 2 145

武

庫

武庫⑤

武庫東保育所
(武庫之荘8-16-40)
(武庫東小学校区)

（R3.1築）

〇 100
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